
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和８年４月２日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和８年４月２日（木）午後２時～ 本庁舎４階大委員会室 

２ 出席者 

企画政策課 竹内課長、河野主事 

３ 件名 

令和８年度に策定を予定している計画について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

（指示事項） 

・市民参加の手法は、丁寧に行うと同時に、市民活動の結果を含め職員間で共有を図る

こと。 

・計画策定に伴うワークショップ等の開催時については、各計画で個別に開催するので

はなく、開催日を相互で合わせたり、同一の会場で開催するなど、より市民参加がし

やすくなるような工夫を検討すること。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第２号様式（第４条第５項関係）

年 月 日

件　　　名

部内会議や関係
課等との調整結
果（主な意見・懸

案事項）

項目

条例規則

議会説明

市民参加

報告書公表 ■ □ □ □ （

案件提出
事由

関係法令等

関係課

事業費

カテゴリー

　令和8年度に策定を予定している計画は、以下のとおり16計画である。そのうち、令和8年度に
新規に策定を始めるものが8計画、令和7年度から継続して策定作業を行っているものが9計画
である。

＜新規＞
・（仮称）コミュニティ基本方針【市民活動支援課】
・第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画【障害福祉課】
・白井市橋梁長寿命化修繕計画（第三次）【道路課】
・白井市地域防災計画（令和8年度修正）【危機管理課】
・白井市業務継続計画（災害編）【危機管理課】
・白井市避難行動要支援者避難支援プラン【危機管理課】
・白井市備蓄計画【危機管理課】
・白井市手賀沼流域関連公共下水道事業計画（第11次変更）【上下水道課】

＜継続＞
・白井市国民保護計画【危機管理課】
・白井市景観とみどりの基本計画【都市計画課】
・白井市第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画【高齢者福祉課】
・第4次しろい健康プラン【健康課】
・白井市新型インフルエンザ等対策行動計画【健康課】
・白井市耐震改修促進計画【建築宅地課】
・（仮称）白井市文化センター大規模改修基本計画【文化センター】
・白井市第2次人材育成基本方針【人事課】
・白井市特定事業主行動計画（第5期）【人事課】

※各計画の策定目的、位置づけ、計画期間や市民参加手法は別添資料のとおり

参考情報

令和8年度に策定を予定している計画について

令和 8 4 2

報告書（行政経営戦略会議）

部課名 政策推進部　企画政策課

無 報道発表

部内会議意見
・新たに第６次総合計画が令和8年度から始動することから、個別計画の策定にあたっ
ては、総合計画との整合性を図ることについて留意すること。

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

策定のスケジュールは各計画による。

無

無 広報・ＨＰ等 無

千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非 まで）

ウ　次年度策定予定の計画の名称及び概要

内容

目的 その他 手段 その他年代 全ての年代 場所 市内全域

今後の
スケジュール

千円 （うち特定財源



R8年度策定予定計画　調査票

時期

■ 審議会等

■ アンケート調査 R6.5月

□ 意見交換会

■ ワークショップ R6.12月～R7.1月

■ パブリックコメント R8.４月

□ 未定

■ 審議会等

■ アンケート調査 R9.1月

■ 意見交換会

■ ワークショップ

■ パブリックコメント R9.12月

□ 未定

■ 審議会等

■ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

■ パブリックコメント R8.12月

□ 未定

■ 審議会等

■ アンケート調査 R8.1月

■ 意見交換会

□ ワークショップ

■ パブリックコメント R9.1月

□ 未定

■ 審議会等

■ アンケート調査 R7.11月

□ 意見交換会

■ ワークショップ R8.2月

■ パブリックコメント 未定

□ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

■ パブリックコメント 未定

□ 未定

【継続】
第4次しろい健康
プラン

　白井市の健康づくりに関する総合的な計画と
して、健康増進計画、食育推進計画、歯科口腔
保健推進計画、自殺対策計画を一体的に策定
し、健康寿命の延伸を目指す。

健康増進法第8条第２項に基づく市町
村健康増進計画、食育基本法第18条
に基づく市町村食育推進計画、白井市
歯科口腔保健推進条例第９条に基づく
歯科口腔保健推進計画、自殺対策基
本法第13条第２項に基づく市町村自殺
対策計画となるもの。

R9.3月

【継続】
白井市新型インフ
ルエンザ等対策
行動計画

　病原性が高く感染拡大のおそれのある感染症
が発生した際に、感染拡大を可能な限り抑制
し、市民の生命及び健康を保護すること、また、
市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小と
なるよう対策を講じる。

　病原性が高く感染拡大のおそれのあ
る感染症が発生した際に、必要な対策
を講じるための計画であり、今後の感
染症対策の方向性を定めるもの。

R9年度
～

R8.9月 健康課

健康課

R9.3月 障害福祉課

市民参加手法
担当課計画の位置づけ

法令上は、障害者総合支援法・児童福祉法
に基づく国の基本指針に即して、障害福祉
サービス等の提供体制の確保に係る目標
やサービス必要量の見込みを策定するも
の。市の計画体系上は、総合計画及び地域
福祉計画を上位計画とする分野事業レベル
の個別計画であり、障害者計画との緊密な
連携のもとに推進するもの。

R９年度
～

R１１年度

策定の目的計画名 計画期間
策定完了

年月

【継続】
白井市景観とみ
どりの基本計画

　市の景観特性や課題、市民ニーズ等を踏まえた白
井らしい魅力ある景観形成に取り組み、景観施策と
緑化施策を効果的に推進するため、景観法に基づく
景観計画と都市緑地法に基づく緑の基本計画を一体
的に策定する。

【継続】
白井市第10期高
齢者福祉計画・介
護保険事業計画

　白井市における今後の高齢化の進展を見通し、介
護保険制度の改正に対応しながら、将来に向けて市
民が希望を持って心豊かな高齢期を築いていけるよ
う、目指すべき地域像を展望し、その実現に向けて今
後３年間で取り組んでいくべき施策を明らかにする。

【新規】
（仮称）コミュニ
ティ基本方針

　複雑化する地域課題に対応するため、地域コ
ミュニティにおける現状と課題を明らかにし、今
後の地域コミュニティ施策の基本的な考え方及
び取り組みの方向性を定める。

【新規】
第８期障害福祉
計画・第４期障害
児福祉計画

障害者総合支援法・児童福祉法及び近年の障
がい福祉分野の動向等を踏まえ、障がい者・障
がい児の地域生活を支援するサービスの基盤
整備等についての目標を設定するとともに、そ
れらのサービスの提供体制が計画的に確保さ
れるようにする。

R9年度
～

R13年度

手法

　景観計画は、景観法に基づき景観行政団
体が、景観形成上の基準及び地域資源の
活用に関する指針を示すもので、緑の基本
計画は、都市緑地法に基づき緑地の保全
や緑化の推進に関して、将来像、目標及び
施策等を定める基本計画となるもの。

R9年度
～

R28年度
R9.3月 都市計画課

高齢者福祉課

　老人福祉法第２０条の８の規定に基づく老
人福祉計画と、介護保険法第１１７条の規
定に基づく介護保険事業計画と、共生社会
の実現を推進するための認知症基本法第
13条の規定に基づく認知症施策推進計画
を一体的に策定するもの。

R9年度
～

R11年度
R9.3月

　総合計画の将来像の実現に向け、
「地域・交流」分野の基幹計画として、
今後の地域コミュニティ施策の方針を
定めるもの。

R10年度
～

R10.3月 市民活動支援課



□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

□ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

■ パブリックコメント R8.7

□ 未定

■ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

■ パブリックコメント

□ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

【継続？】
白井市耐震改修
促進計画

所有者による住宅等の耐震化等を支援し、耐震
化率の向上を図り、災害に強いまちづくりを推
進する。

県計画に基づき、市内の建築物の耐震
化の促進を図るための方針、耐震化率
の目標、目標を達成するために必要な
施策等を定めるもの。

R8年度
～

R17年度
R8.9月 建築宅地課

Ｒ9.3月 危機管理課

R9.3月 危機管理課

【新規】
白井市地域防災
計画（令和８年度
修正）

災害対策基本法（昭和３６年法律第223号）第42
条の規定に基づき、白井市防災会議が定める
計画で、災害予防、災害応急対策、災害復旧対
策等の一連の防災活動について定め、市民の
生命、身体及び財産を白井市の地域に係る災
害から保護することを目的としたもの。

災害対策基本法第42条において「毎年市町村
地域防災計画に検討を加え、必要があると認め
るときは、これを修正しなければならない。」とさ
れているため、修正の必要の有無について検
討したうえで、必要な場合には修正を行う。

市総合計画を踏まえて市民の生命、身
体及び財産を災害から守るため防災対
策全体の方向性について体系的に示し
たもの。

R9年度
～

R9.3月 危機管理課

【新規】
白井市橋梁長寿
命化修繕計画（第
三次）

計画的かつ予防的な維持管理を実施し、橋梁
の長寿命化によるコスト縮減と平準化を図るた
め、直近の橋梁の点検結果を基に白井市の実
状に合わせた橋梁長寿命化修繕計画を策定す
るもの。

白井市公共施設等総合管理計画に即
する個別施設計画として、策定・更新を
行うもの。

R10年度
～

R19年度
R9.3月 道路課

【新規】
白井市避難行動
要支援者避難支
援プラン

災害発生時における避難行動要支援者への支
援を適切かつ円滑に実施するため策定したも
の。

個別避難計画作成に向け、個別避難計画の様
式の見直し等を行う。

白井市地域防災計画の下位計画として
位置付け、白井市における避難行動要
支援者の避難支援対策について、その
基本的な考え方や進め方を明らかにし
たもの。

R9年度
～

【新規】
白井市業務継続
計画（災害編）

災害時に利用できる資源に制約がある状況下
において、災害応急対策業務や早期実施の優
先度の高い災害復旧・復興業務のほか、業務
継続の優先度が高い通常業務を特定し、非常
時優先業務の業務継続に必要な資源の確保・
配分等について必要な措置を講じることにより、
大規模災害時にあっても円滑に業務を遂行し、
行政機能が早期復旧するための事前対策とし
て策定したもの。

白井市地域防災計画の修正に伴い、本計画も
見直し・修正を行う。

白井市地域防災計画の下位計画として
位置づけ、災害時に人員等の資源が
制約された状況下における非常時優先
業務及び他自治体・民間企業・関係機
関等からの受援に関する事項を定めた
もの。

R9年度
～



□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

■ 審議会等

■ アンケート調査 R7.8月

□ 意見交換会

□ ワークショップ

■ パブリックコメント R8.4月

□ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

□ 審議会等

□ アンケート調査

□ 意見交換会

□ ワークショップ

□ パブリックコメント

■ 未定

上下水道課

【継続】
（仮称）白井市文
化センター大規模
改修基本計画

　開館以来30年以上が経過した文化センターについ
て、大規模改修を実施することで現行法令への対応
や老朽化した機器・設備の更新を行うと共に、現在の
社会情勢や市民ニーズに合致した施設としていくた
め、令和５年５月に教育委員会が決定した方針に基
づいて基本計画を策定する。

　様々な条件を洗い出し、施設規模・概算工
事費等、大規模改修工事を実施する上での
基本的な方針を定めるもの。

R8年度
～

文化セン
ター大規
模改修工
事が終了
するまで

R9.3月 文化センター

【新規】
白井市手賀沼流
域関連公共下水
道事業計画（第１
１次変更）

千葉県手賀沼流域関連公共下水道事業計画
の変更に伴い、関係する流域関連公共下水道
の事業計画を変更するもの

千葉県策定予定の流域下水道事業計
画に基づき、県と連携して策定するも
の。

R9度
～

R13年度
R9.3月

危機管理課
【新規】
白井市備蓄計画

災害時に想定される必要な備蓄物資を円滑に
供給できる体制を強化するため、市の備蓄にお
ける基本的な考え方・指針を整理した「備蓄計
画」を策定し、備蓄物資の適切な管理を行う。

白井市地域防災計画に基づき市が備
蓄している物資の一部について、計画
的な購入、入替等の基本的な指針を示
すため策定するもの。

R9年度
～

R9.3月

【継続】
白井市特定事業
主行動計画（第5
期）

　次世代育成支援対策及び女性活躍を推進す
るための具体的な行動を明示することを目的と
し、職場としての市が職員の子育てと仕事の両
立を支援し、働きやすい環境を整える。

R8年度
～

R12年度

【継続】
白井市第２次人
材育成基本方針

　市を取り巻く環境の変化による人材の育成・
確保などの喫緊の課題に対応するため、第１次
方針を改定し、「白井市第２次人材育成基本方
針」を作成するもの。

【継続】
白井市国民保護
計画

　万一の大規模なテロ（緊急対処事態）や有事（武力攻撃
事態）が発生した場合に、白井市にいるすべての人を保護
することを目的としたもの。

　国の国民の保護に関する基本指針が平成２９年に、県の
国民保護計画が平成30年に変更されており、また、市国民
保護計画が平成19年3月以降改訂されていないことから、
国・県の上位計画と整合をとるため修正を行う。

人事課
　労働者としての市職員の勤務条件・
環境を整備する上での指針となるも
の。

　第６次総合計画を行財政面から下支
えする位置づけとなる、第２次行政経
営指針の実現に向け、人材確保・育
成・職場環境の整備などについての規
範を具体化した基本方針。

R9年度
～

R9.3月 人事課

R8.5月

　『武力攻撃事態等における国民の保護の
ための措置に関する法律』第35条の規定に
基づき、国民の保護のための措置の実施に
関しあらかじめ定めたもの。

R9年度
～

R9.3月 危機管理課


